
１ これまで本市が掲げてきた「視点」 (元気発進︕⼦どもプラン以降) 

「元気発進！子どもプラン」（平成 23～26 年度） 

❶ 子どもの視点 Ａ     

❷ 地域社会全体で支援する視点 Ｄ，Ｈ 

❸ 次代の親づくりの視点 Ｂ 

❹ すべての子どもと家庭への支援の視点 Ｅ，Ｇ 

「元気発進！子どもプラン（第２次計画）」（平成 27～31 年度） 

❶ 子どもが主体の視点 Ａ  

❷ 全ての子どもと家庭を支える視点 Ｅ，Ｇ 

❸ 子どもの成長と次代の親づくりの視点 Ｂ 

❹ 親としての成長を支える視点 Ｆ，Ｇ 

❺ 地域社会全体で支援する視点 Ｄ，Ｈ 

２ 次期計画で掲げる「視点」（事務局案） 

（１）考え方 

➤ 「次世代育成支援対策推進法」の趣旨に沿った視点とする。 

➤ 過去の計画、有識者会議での結果等を尊重し、大幅な変更は行わない。 

➤ ここ数年重要視されている「結婚・妊娠・出産・育児の切れ目ない支援の視点」 

については、なんらかの形で反映させたい。 

（２）方針 ～上記を踏まえ、視点は下記のとおりとしたい 

旧（第２次計画） 新（第３次計画） 

❶ 子どもが主体の視点 Ａ 

 

❷ 全ての子どもと家庭を支える視点 

                           Ｅ，Ｇ 

❸ 子どもの成長と次代の親づくりの視点 

                              Ｂ 

❹ 親としての成長を支える視点 

 Ｆ，Ｇ 

❺ 地域社会全体で支援する視点 

 Ｄ，Ｈ 

❶ 子どもが主体の視点 Ａ 

 

❷ 全ての子どもと家庭を支える視点 

                            Ｅ，Ｇ 

❸ 子どもの成長と親としての成長を 

切れ目なく支える視点 

 Ｂ，Ｆ，Ｇ 

 

❹ 地域社会全体で支援する視点 

 Ｄ，Ｈ 

 

◆次世代育成⽀援対策推進法（⾏動計画策定指針）に基づく「基本的な視点」 

 （主なもの） 

Ａ 子どもの視点 子どもの幸せを第一に考え、子どもの利益が最大限に尊重され 

るよう配慮することが必要。特に、子育ては男女が協力して行うべ 

きもの。 

Ｂ 次代の親の育 

  成という視点 

子どもは次代の親となるものとの認識の下、豊かな人間性を形 

成し、自立して家庭を持つことができるよう、長期的な視野に立っ 

た子どもの健全育成のための取組を進めることが必要。 

Ｃ サービス利用 

  者の視点 

 多様な個別のニーズに柔軟に対応できるように、利用者の視点 

に立った柔軟かつ総合的な取組が重要。 

Ｄ 社会全体によ 

  る支援の視点 

次世代育成支援は、保護者が子育てについての第一義的責任を 

有するという基本的認識の下、国・地方公共団体、企業や地域社会 

を含めた社会全体で協力して取り組むべき課題である。 

様々な担い手の協働の下、対策を進めていくことが必要。 

Ｅ 仕事と生活の 

  調和の実現の 

視点 

 働き方の見直しを進め、仕事と生活の調和を実現することは、国 

民の結婚や子育てに関する希望を実現するための取組の一つとし 

て、少子化対策の観点からも重要である。 

Ｆ 結婚・妊娠・ 

  出産・育児の 

切れ目ない支 

援の視点 

「子育て支援」と「働き方改革」の一層の強化に加え、新たに「結 

婚・妊娠・出産支援」を対策の柱として打ち出し、結婚・妊娠・出 

産・育児の切れ目ない支援を推進することが、国民の希望を実現し 

ていくためにも重要である。 

Ｇ 全ての子ども 

  と家庭への支 

援の視点 

子育ての孤立化等の問題を踏まえ、広く全ての子どもと家庭へ 

の支援という観点から推進することが必要。その際には、社会的養 

護を必要とする子どもの増加や虐待等の子どもの抱える背景の多 

様化等の状況に十分対応できるよう、社会的養護体制について質・ 

量ともに整備を進めることとし、家庭的な養護の推進、自立支援策 

の強化という観点も十分踏まえて取組を進めることが重要。 

Ｈ 地域の担い手 

  や社会資源の 

効果的な活用 

の視点 

 地域においては、様々な地域活動団体、民間事業者等が活動する 

とともに、子育て支援等を通じた地域への貢献を希望する高齢者

や育児経験豊かな主婦その他の地域人材も多く、加えて豊かな自

然環境や地域に受け継がれる伝統文化等もあることから、こうし

た様々な地域の担い手や社会資源を十分かつ効果的に活用するこ 

とが必要。 

 

次期「次世代育成⾏動計画」に掲げる「視点」について 
資料６ 


